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（１）災害リスクを踏まえたまちづくり 

● 本市では、昭和 19年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和 49年集

中豪雨、東海豪雨等の自然災害などにより度々大きな被害を受けてきましたが、道路

及び鉄道施設の耐震化や河川・海岸・下水道等の整備を進めるなどまちの安全性の向

上に取り組んできました。 

● 近年においても、南海トラフ地震や内陸等における直下型地震などの大規模地震や、

気候変動の影響等により激甚化する自然災害の発生が危惧されており、大規模災害が

発生しても、市民の生命や財産、社会インフラなどに致命的な被害を負わないよう、

災害を未然に防ぐ「防災」と被害を軽減する「減災」の取組が必要となります。 

● また、被災時に迅速かつ的確に復興に取り組めるよう、地籍調査や復興事前準備など

の対策も進める必要があります。 

● このため、災害対応力のあるまちに向けて、国土強靱化地域計画や地域防災計画など

の防災関連計画に基づく、多様な災害リスクを想定したハード対策を進めます。 

● あわせて、ハード対策だけでは対応しきれない災害ハザードなど防災情報の提供や地

域防災力を高める取組を進めるとともに、あらゆる関係者が協働して災害リスクの回

避・軽減や地域特性等を考慮した土地利用誘導を図るなどのソフト対策を進めます。 

（２）まちの耐震化・不燃化 

● 中心市街地など土地の高度利用が進んでいる地域において、防火地域、準防火地域の

指定等により市街地の不燃化を図ります。 

● また、臨海部既成市街地などの木造住宅密集区域を中心に、大規模火災時の延焼防止

や消防車両等の通行確保を図るため、狭あい道路の拡幅整備を推進します。 

● さらに、住宅等の倒壊による逃げ遅れや避難経路の閉塞を発生させないため、住宅等

の耐震化や老朽危険家屋の除却を促進します。 

● 被災時の対応や復旧に必要な道路、被災後すぐに必要となる上下水道施設や多くの人

が訪れる施設などの社会インフラの耐震化を進めます。 

（３）浸水対応力の向上 

● 流域全体の関係者が協働して、河川改修や下水道、調整池の整備を進めるほか、雨水

貯留機能を有する都市農地や保水機能を有する四郷風致地区などの市街地外縁部の

里山の保全、雨庭などのグリーンインフラを生かした取組などの総合的な治水対策に

より、水災害に対する安全性の向上を図ります。 

● 市街地の雨水排水対策については、床上浸水の多い箇所などから優先順位をつけて迅

速に対策を進めます。 

（４）災害時の安全性の向上 

● 緊急時の救助・救援を担う高規格幹線道路及び直轄国道、県管理道路の事業化区間の

早期供用、および未事業化区間の早期事業化に向けた働きかけや幹線道路等の橋梁耐

震化を進めるとともに、防災機能の向上に資する道の駅の設置に取り組みます。 

● 被災時の避難場所等となる公園等のオープンスペースや避難路の確保を図ります。  

７．安全・安心なまちづくりの基本方針 


